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大分類 12　製造・修理・塗装・製図等の職業

 

 
 

075 機械整備・修理工  

はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・

光学機械器具などの整備・修理の仕事に従事するものをいう。  
工場などの生産現場において生産設備の保全・整備の仕事に従事するものを含む。  
 
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 

075-01 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 
075-02 電気機械器具整備・修理工  
075-03 自動車整備・修理工 
075-04 輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除く）  
075-05 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工  
 

075-01 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工  

はん用機械器具（原動機、圧縮機、産業用の冷凍機・冷蔵装置・空調機器など）、

生産用機械器具（金属加工機械、農業用機械、建設機械、印刷・製本機械、半導体・

液晶パネル製造装置など）又は業務用機械器具（営業用洗濯機、医療用機械器具、

自動販売機、遊戯機械など）の点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕事並

びに工場などの生産現場において機械・装置などの各種の生産設備の保全・整備の

仕事に従事するものをいう。  
他人の求めに応じて、はん用・生産用・業務用機械器具の点検・保守・修理の仕

事に従事するものを含む。  
ただし、以下のものを除く。  
(1)自動車エンジン・航空機エンジンを整備・修理する仕事に従事するもの［075-

03 自動車整備工、075-04 航空機整備工］  
(2)電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具の点検、破損・摩耗し

た部品の交換、修理の仕事に従事するもの［075-05 計量計測機器修理工、075-
05 光学機械器具修理工］ 

○ 圧延機械修理工、印刷機械修理工、液晶パネル製造装置修理工、エスカレータ保守点

検員、エレベーター修理工、エレベータ保守点検員、機械式駐車装置保守点検員、機

械保全工、業務用空調機器修理工、業務用冷蔵装置修理工、金属加工機械修理工、建

設機械修理工、原動機修理工、工場設備保全員、サービスエンジニア（はん用・生産

用・業務用機械）、産業用ロボット修理工、産業用ロボット保守・メンテナンス工、産

業用機械修理工、自動改札機修理工、自動販売機修理工、昇降機修理工、食品充填機

修理工、生産設備保全工、製本機械修理工、旋盤修理工、繊維機械修理工、タービン

修理工、鍛造機械修理工、農業用機械修理工、半導体製造装置修理工、フィールドエ

ンジニア（はん用・生産用・業務用機械）、物流設備管理・保全員、フライス盤修理工、

プラント修理工（石油精製）、プラント保全工、プレス機械修理工、紡織設備管理・保

全工、紡績機械保全工、ボール盤修理工、保全工（高炉、転炉、電気炉）、包装機械修

理工、木工機械修理工、遊戯機械修理工、冷凍機修理工、冷凍装置修理工 
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大分類 12　製造・修理・塗装・製図等の職業

 

 
 

075 機械整備・修理工  

はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具、輸送用機械器具、計量計測機器・

光学機械器具などの整備・修理の仕事に従事するものをいう。  
工場などの生産現場において生産設備の保全・整備の仕事に従事するものを含む。  
 
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 

075-01 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工 
075-02 電気機械器具整備・修理工  
075-03 自動車整備・修理工 
075-04 輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除く）  
075-05 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工  
 

075-01 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理工  

はん用機械器具（原動機、圧縮機、産業用の冷凍機・冷蔵装置・空調機器など）、

生産用機械器具（金属加工機械、農業用機械、建設機械、印刷・製本機械、半導体・

液晶パネル製造装置など）又は業務用機械器具（営業用洗濯機、医療用機械器具、

自動販売機、遊戯機械など）の点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕事並

びに工場などの生産現場において機械・装置などの各種の生産設備の保全・整備の

仕事に従事するものをいう。  
他人の求めに応じて、はん用・生産用・業務用機械器具の点検・保守・修理の仕

事に従事するものを含む。  
ただし、以下のものを除く。  
(1)自動車エンジン・航空機エンジンを整備・修理する仕事に従事するもの［075-

03 自動車整備工、075-04 航空機整備工］  
(2)電気機械器具、輸送機械、計量計測機器・光学機械器具の点検、破損・摩耗し

た部品の交換、修理の仕事に従事するもの［075-05 計量計測機器修理工、075-
05 光学機械器具修理工］ 

○ 圧延機械修理工、印刷機械修理工、液晶パネル製造装置修理工、エスカレータ保守点

検員、エレベーター修理工、エレベータ保守点検員、機械式駐車装置保守点検員、機

械保全工、業務用空調機器修理工、業務用冷蔵装置修理工、金属加工機械修理工、建

設機械修理工、原動機修理工、工場設備保全員、サービスエンジニア（はん用・生産

用・業務用機械）、産業用ロボット修理工、産業用ロボット保守・メンテナンス工、産

業用機械修理工、自動改札機修理工、自動販売機修理工、昇降機修理工、食品充填機

修理工、生産設備保全工、製本機械修理工、旋盤修理工、繊維機械修理工、タービン

修理工、鍛造機械修理工、農業用機械修理工、半導体製造装置修理工、フィールドエ

ンジニア（はん用・生産用・業務用機械）、物流設備管理・保全員、フライス盤修理工、

プラント修理工（石油精製）、プラント保全工、プレス機械修理工、紡織設備管理・保

全工、紡績機械保全工、ボール盤修理工、保全工（高炉、転炉、電気炉）、包装機械修

理工、木工機械修理工、遊戯機械修理工、冷凍機修理工、冷凍装置修理工 

 

 
 

× 自動車整備工［075-03］、航空機整備工［075-04］、計量計測機器修理工［075-05］、光

学機械器具修理工［075-05］、時計修理工［075-05］ 

なお、時計及びメトロノーム・タイムレコーダーなど時計類似機器の点検、破

損・摩耗した部品の交換、修理の仕事に直接従事するものは、［075-05 時計修理工］

に分類する。 

 

075-02 電気機械器具整備・修理工  

回転電気機械（発電機・電動機など）、電気通信機械器具（無線・有線の通信機

器、テレビ・ラジオ受信機、携帯電話機など）、電子応用機械器具（電子計算機・

パーソナルコンピュータ、医療用電子応用装置、X 線装置など）、民生用電子・電

気機械器具（家庭用のエアコン・洗濯機・冷蔵庫など）、その他配電盤、変圧器、

電力開閉装置などの電気機械器具の点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕

事に従事するものをいう。  
他人の求めに応じて、個人家庭又は事業所に出向き、電気機械器具の点検・保

守・修理の仕事に従事するものを含む。  
○ カスタマーエンジニア（コンピュータ）、カスタマーエンジニア（電気機械器具修理）、

家庭用エアコン修理工、家庭用電気製品修理工、開閉制御機器修理工、サービスエン

ジニア（コンピュータ）、サービスエンジニア（電気機械器具）、制御盤修理工、太陽

光発電装置修理作業員（電気工事）、蓄電池修理工、テレビ修理工、電気機械修理工、

電気洗濯機修理工、電気掃除機修理工、電気通信機械器具修理工、電気冷蔵庫修理工、

電子応用機械器具修理工、電子計算機周辺機器保守員、電子計算機保守員、電動機修

理工、パーソナルコンピュータ修理工、配電盤修理工、発電機修理工、複写機保守員、

民生用電子・電気機械器具修理工、無線通信機器修理工、有線通信機器修理工、ラジ

オ修理工 

× 業務用冷蔵装置修理工［075-01］、冷凍機修理工［075-01］、業務用空調機器修理工［075-

01］ 

なお、業務用の冷凍機、冷蔵装置、空調機器を修理する仕事に従事するものは、

［機械器具の種類に即して分類する：075-01 業務用冷蔵装置修理工、075-01 冷凍

機修理工、075-01 業務用空調機器修理工］に分類する。  
 

075-03 自動車整備・修理工  

自動車（二輸自動車を含む）のエンジン、操縦・制動・排気装置、電装品などの

点検、破損・摩耗した部品の交換及び修理の仕事に従事するものをいう｡ 
○ 自動車エンジン整備工、自動車修理工、自動車整備工、自動車整備士、自動車電装品

整備工、車検係（バス会社）、車検係（民間車検場、整備工場）、トラック修理工、二

輪自動車整備工、バス修理工、メカニック（自動車修理） 

× タイヤ修理工［073-07］、自動車塗装工［080-02］ 

なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。  
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大分類 12　製造・修理・塗装・製図等の職業

 

 
 

(1)タイヤを修理する仕事に従事するもの［073-07 タイヤ修理工］  
(2)塗装の塗り替え仕事に従事するもの［080-02 自動車塗装工］  

 

075-04 輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除く）  

鉄道車両の台車・車体・電装品などの点検、部品交換及び修理の仕事に従事する

もの（鉄道車両修理工）、船舶の船体・操舵装置・通信機・計器などの点検、部品

交換及び修理の仕事に従事するもの（船舶修理工）、航空機の機体・エンジン・計

器などの点検、部品交換及び修理の仕事に従事するもの（航空機整備工）並びにそ

の他自転車・フォークリフト・構内運搬車両・車いすなどの輸送用機械器具の整

備・修理の仕事に従事するものをいう。 

○ 航空運航整備士、航空機エンジン修理工、航空機修理工、航空機整備工、航空整備士、

自転車修理工、車いす修理工、検査係（鉄道）、検車係（鉄道）、車両整備工（構内運

搬車）、船舶修理工、鉄道車両機械修理工、鉄道車両車体修理工、鉄道車両修理工、鉄

道車両台車修理工、鉄道車両電装品修理工、フォークリフト修理工 

 

075-05 計量計測機器・光学機械器具整備・修理工  

電気計測器（電流計・電圧計・電力計など）及び計量器・測定器（体積計・はか

り・圧力計・流量計・長さ計・温度計、を含む）の点検・部品交換・修理の仕事に

従事するもの（計量計測機器整備・修理工）並びに光学機械器具（デジタルカメラ・

ビデオカメラ・双眼鏡・望遠鏡・顕微鏡など）及び測距儀などの光学式計測機器の

点検・部品交換・修理の仕事に従事するもの（光学機械器具整備・修理工）をいう｡ 
○ 圧力計修理工、映写機修理工、カメラ修理工、計量計測機器修理工、光学機械器具修

理工、時計修理工、双眼鏡修理工、測距儀修理工（光学式）、電気メータ修理工、電気

計器修理工、電気時計修理工、流量計修理工 

 

 

  


